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梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
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梨
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す
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す
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す
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○
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則
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梨
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梨
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梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

○
山
梨
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考
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及
び
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理
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施
行
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則
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部
を
改
正
す
る
規
則
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…
一
〇

○
山
梨
県
立
美
術
館
等
の
観
覧
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
…
…
…
一
〇

規
則

○
山
梨
県
立
学
校
の
副
校
長
設
置
に
関
す
る
規
程
を
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止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一
一

○
山
梨
県
奨
学
生
選
考
委
員
会
規
程
を
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る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
政
務
調
査
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の
交
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関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
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る
訓
令
…
…
…
…
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…
…
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教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
、「
午
前
九
時
三
十
分
」
を
「
午
前
九
時
」
に
改
め
る
。

一

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則

第
三
号
）
第
二
条
第
一
項

二

山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項

三

山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

附
　
則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
は
、
廃

止
す
る
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
県
内
の
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
若
し
く

は
専
攻
科
に
在
学
し
、
現
に
奨
学
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る

廃
止
前
の
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、

そ
の
者
が
当
該
学
校
の
課
程
を
修
了
し
、
又
は
退
学
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。

３

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
奨
学
金
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
奨
学
金
に
つ
い
て
は
、
規

則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条

並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
奨
学
金
の
返
還
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

三
月
二
十
八
日

号
外
第
十
七
号

金　曜　日



山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
立
保
存
民
家
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
保
存
民
家
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
保
存
民
家
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
の
三
第
二
号
中
「
の
合
格
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
号
）
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
（
以
下
「
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
」
と
い
う
。）

を
受
け
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

第
四
条
第
二
項
中
「
を
し
」
の
下
に
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
受
け
」
を
加
え
、「
職
務
に

復
職
し
、
又
は
復
帰
し
た
」
を
「
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
を
さ
れ
」
の
下
に
「
、
大
学
院
修
学
休
業
を
し
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
受
け
」

を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

産
業
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

産
業
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

産
業
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県

教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

二



の
指
定
の
申
請
は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
別
記
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
計
画
書

三
　
実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四
　
団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。）

七

教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管
理

者
の
選
定
の
た
め
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
）

第
三
条
　
条
例
第
十
三
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
を
行
う
者
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
室
を
利
用
す
る

場
合
と
し
、
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
条
例
別
表
第
一
号
の
表
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
室
の
項
及
び
別
表
第
三
号
の
表
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
室
の
項
に
定
め
る
額
の
全
額
と
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

四

別記様式（第２条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

二
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県

立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

指
定
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ

ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
条
及
び
別
記
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規

則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

山
梨
県
内
に
所
在
す
る
美
術
館
、
博
物
館
等
で
相
互
に
個
人
の
観
覧
料
の
免
除
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
も
の
に
係
る
定
期
利
用
券
（
一
定
期
間
の
利
用
の
許
可
、
承
認
等
を
受
け
た
も

の
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
が
観
覧
す
る
と
き
。

条
例
別
表
第
一
第
一
号
に
定
め
る
個
人
の

観
覧
料
と
団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額
又
は
同
表
第
二
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
ご
と
に
知

事
が
定
め
る
個
人
の
観
覧
料
と
団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
十
号
」

を
「
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
に
、「
運
転
免
許
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
山
梨
県
内
に
所
在
す

る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
の
」
を
削
り
、「
該
当
す
る
者

で
あ
る
」
を
「
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
　
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
美
術
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
は
、

指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
計
画
書

三
　
実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四
　
団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。）

七

教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管

理
者
の
選
定
の
た
め
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す

る
。第

六
条
及
び
第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
第
六
号
様
式
）
」

を
「（
第
四
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「（
第
七
号
様
式
）」
を
「（
第
五
号
様
式
）」
に

改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
中
「
次
の
」
を
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
観
覧
の
承
認
に
関
す
る
」

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

六

第１号様式（第２条関係）



第
一
号
様
式
の
二
か
ら
第
一
号
様
式
の
六
ま
で
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「（
第
５
条
関
係
）」
を
「（
第
３
条
関
係
）」
に
改
め
、「
総
務
課
長
」
を
削

る
。第

三
号
様
式
中
「
（
第
５
条
関
係
）
」
を
「
（
第
３
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「
（
第
８
条
関
係
）
」
を
「
（
第
４
条
関
係
）
」
に
改
め
、「
総
務
課
長
」
を
削
り
、

同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「
（
第
８
条
関
係
）
」
を
「
（
第
４
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式

と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日

か
ら
、
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行

の
日
前
に
山
梨
県
立
美
術
館
の
管
理
に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定

の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行

規
則
第
二
条
及
び
第
一
号
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
山
梨
県
内
に
所
在
す
る
美
術
館
、
博
物
館
等
で
相
互
に
個
人
の
観
覧
料
の
免
除
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
も
の
に
係
る
定
期
利
用
券
（
一
定
期
間
の
利
用
の
許
可
、
承
認
等
を
受
け
た
も

の
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
が
観
覧
す
る
と
き
。

条
例
別
表
第
一
第
一
号
に
定
め
る
個
人
の

観
覧
料
と
団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額
又
は
同
表
第
二
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
ご
と
に
知

事
が
定
め
る
個
人
の
観
覧
料
と
団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額

第
十
条
第
二
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
十
号
」

を
「
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
に
改
め
、「
運
転
免
許
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
山
梨
県
内
に
所

在
す
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
の
」
を
削
り
、「
該
当
す

る
者
で
あ
る
」
を
「
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
　
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
文
学
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
は
、

指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
計
画
書

三
　
実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四
　
団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。）

七

教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管

理
者
の
選
定
の
た
め
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す

る
。第

六
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す

る
。第

七
条
及
び
第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
第
八
号
様
式
）
」

を
「（
第
五
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
第
九
号
様
式
）
」

を
「（
第
六
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「（
第
十
号
様
式
）」
を
「（
第
七
号
様
式
）」
に

改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

七

（
第
５
条
関
係
）

（
第
３
条
関
係
）

（
第
５
条
関
係
）

（
第
３
条
関
係
）

（
第
８
条
関
係
）

（
第
４
条
関
係
）

（
第
８
条
関
係
）

（
第
４
条
関
係
）

総
務
課
長

総
務
課
長



第
十
二
条
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の

承
認
等
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
三
条
を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

九

第１号様式（第２条関係）



第
一
号
様
式
の
二
か
ら
第
一
号
様
式
の
六
ま
で
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「
（
第
５
条
関
係
）
」
を
「
（
第
３
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「
（
第
６
条
関
係
）
」
を
「
（
第
４
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
（
第
６
条
関
係
）
」
を
「
（
第
４
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「
（
第
９
条
関
係
）
」
を
「
（
第
５
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式

と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「
（
第
１
０
条
関
係
）
」
を
「
（
第
６
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様

式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「
（
第
１
０
条
関
係
）
」
を
「
（
第
６
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様

式
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日

か
ら
、
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行

の
日
前
に
山
梨
県
立
文
学
館
の
管
理
に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定

の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行

規
則
第
二
条
及
び
第
一
号
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則（
平
成
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

山
梨
県
内
に
所
在
す
る
美
術
館
、
博
物
館
等
で
相
互
に
個
人
の
観
覧
料
の
免
除
を
実
施
す
る
こ

と
と
し
た
も
の
に
係
る
定
期
利
用
券
（
一
定
期
間
の
利
用
の
許
可
、
承
認
等
を
受
け
た
も
の
を
い

う
。
）
を
有
す
る
者
が
観
覧
す
る
と
き
。

条
例
別
表
第
一
第
一
号
に
定
め
る
個
人
の
観
覧
料
と

団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額
又
は
同
表
第
二
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
ご
と
に
知
事
が
定
め
る

個
人
の
観
覧
料
と
団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額

第
十
条
第
二
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
八
号
」
を
「
、

第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
六
号
中
「
閲
覧
料
等
」
を
「
観
覧
料
等
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

山
梨
県
内
に
所
在
す
る
美
術
館
、
博
物
館
等
で
相
互
に
個
人
の
観
覧
料
の
免
除
を
実
施
す
る
こ

と
と
し
た
も
の
に
係
る
定
期
利
用
券
（
一
定
期
間
の
利
用
の
許
可
、
承
認
等
を
受
け
た
も
の
を
い

う
。）
を
有
す
る
者
が
観
覧
す
る
と
き
。

条
例
別
表
第
一
号
に
定
め
る
個
人
の
観
覧
料
と
団
体

の
観
覧
料
と
の
差
額
又
は
同
表
第
二
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
ご
と
に
知
事
が
定
め
る
個
人

の
観
覧
料
と
団
体
の
観
覧
料
と
の
差
額

第
五
条
第
二
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
八
号
」
を
「
、

第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
改
め
、「
運
転
免
許
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
山
梨
県
内
に
所
在
す
る
宿
泊

施
設
に
宿
泊
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
の
」
を
削
り
、「
該
当
す
る
者
で
あ
る
」

を
「
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
立
美
術
館
等
の
観
覧
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

一
〇

（
第
５
条
関
係
）

（
第
３
条
関
係
）

（
第
６
条
関
係
）

（
第
４
条
関
係
）

（
第
６
条
関
係
）

（
第
４
条
関
係
）

（
第
９
条
関
係
）

（
第
５
条
関
係
）

（
第
１
０
条
関
係
）

（
第
６
条
関
係
）

（
第
１
０
条
関
係
）

（
第
６
条
関
係
）



平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
美
術
館
等
の
観
覧
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
美
術
館
等
の
観
覧
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
教
育
委
員

会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
条
例

第
五
号
）
第
六
条
第
一
項
」
を
「
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
条

例
第
五
号
）
第
十
条
第
一
項
」
に
、「
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条

例
第
十
号
）
第
六
条
第
一
項
」
を
「
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例

第
十
号
）
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

山
梨
県
立
学
校
の
副
校
長
設
置
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
立
学
校
の
副
校
長
設
置
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
立
学
校
の
副
校
長
設
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

山
梨
県
奨
学
生
選
考
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
　
育
　
長

廣
　
　
瀬
　
　
孝
　
　
嘉

山
梨
県
奨
学
生
選
考
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

山
梨
県
奨
学
生
選
考
委
員
会
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
議
会
議
長

内
　
　
田
　
　
　
　
　
健

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
五
条
の
見
出
し
を
「（
収
支
報
告
書
等
）」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
条
例
第
十
条
第
四
項
の
別
に
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
調
査
研
究
活
動
記
録
票
（
第
六
号
様
式
）

二
　
政
務
調
査
費
支
出
証
明
書
（
第
七
号
様
式
）

第
六
条
の
見
出
し
中
「
収
支
報
告
書
」
を
「
収
支
報
告
書
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
収
支
報
告
書
」

を
「
収
支
報
告
書
等
」
に
、「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
収
支
報
告
書
」
を
「
収
支
報
告
書
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
収
支
報
告
書
」
を
「
収
支
報
告
書
等
」
に
改
め
る
。

「

第
五
号
様
式
中
　
　
人
　
　
件
　
　
費

」

「

人
　
　
件
　
　
費

を

に
改
め
る
。

合
　
　
　
　
　
計

」

第
六
号
様
式
中
「
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
」
を
「
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
等
」
に
、「
収
支
報

告
書
の
」
を
「
収
支
報
告
書
等
の
」
に
、「
収
支
報
告
書
を
」
を
「
収
支
報
告
書
等
を
」
に
改
め
、
同

様
式
を
第
八
号
様
式
と
し
て
、
第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

一
一

人
件

費

人
件

費

合
計



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

一
二

第６号様式（第５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

一
三

第７号様式（第５条関係）



附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

一
四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


